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交通政策審議会 海事分科会 第２０回船舶交通安全部会 

令和４年１２月７日 

 

 

【宮本海上交通企画室長】  定刻までもうしばらくございますが、出席の皆様おそろいで

すから、ただいまから交通政策審議会海事分科会第２０回船舶交通安全部会を開催させて

いただきます。 

 委員の皆様には、大変お忙しいところお集まりいただきまして、誠にありがとうございま

す。事務局を務めさせていただきます、海上保安庁交通部企画課海上交通企画室長の宮本で

ございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 本日は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、ウェブ会議システムを併用して開

催させていただきます。通信状況によっては、映像の乱れや一時的な停止が生じる可能性が

ございます。また、発言者の音声のみで映像が伝わらない場合もございます。あらかじめ御

了承ください。不具合等がございましたら、事前にお知らせしております連絡先までお問い

合わせをお願いいたします。 

 さて、本日は、委員１８名のうち１６名の出席をいただいており、交通政策審議会令第

８条第１項に規定する定足数を満たしておりますことを御報告申し上げます。 

 また、本部会につきましては、情報公開の観点から会議自体を公開するとともに、議事録

等を国土交通省のホームページに掲載しますこととしております。どうぞよろしくお願い

いたします。 

 携帯電話等をお持ちの方々、マナーモードへの切替え、また、御確認をお願いいたします。 

 マスコミの方のカメラ撮りはここまでとさせていただきます。傍聴は可能でございます

ので、引き続き傍聴される場合は御着席でよろしくお願いいたします。 

 では、委員の紹介でございます。今回、１名の臨時委員の交代がございました。令和４年

１０月１日付で臨時委員となられました、本日はウェブで出席されております大日本水産

会の木上委員でございます。木上委員、一言いただけますでしょうか。 

【木上委員】  ただいま御紹介いただきました、長岡常務の交代で委員となりました、大

日本水産会の参与の木上です。 

 簡単にプロフィールを御紹介しますと、１９８４年に大洋漁業に入社しまして、現在のマ

ルハニチロ株式会社ですけども、大型船舶の３等航海士、２年間従事しました後、トロール
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事業部に１９年在籍しまして、トロール漁船の運航管理に務めてまいりました。その後、

２００５年に大日本水産会に転籍しまして漁船漁業全般を担当しております。 

 事前に答申案が配付されましたけれども、日本は世界で８番目の海洋面積を誇っており

まして、海洋から様々な恩恵を受けておりますけども、海を取り巻く環境の変化は著しく、

事故が多いと言われます漁船については、より一層の対応が必要であるというふうに認識

しております。船舶交通安全部会の一員として貢献できますよう、また、１件でも事故が減

らすことができますよう、役割を果たしてまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願

いいたします。 

【宮本海上交通企画室長】  木上委員、ありがとうございました。 

 時間の都合もございますので、その他の方々につきましては、配席図をもって代えさせて

いただきます。 

 続いて、資料を確認させていただきます。 

 一枚物で、議事次第、配席図、委員名簿の３点。それと、資料といたしまして「新たな時

代における船舶交通をはじめとする海上の安全のための取組」の答申案でございます。 

 資料につきましては、ウェブ会議にて御出席いただいている方々には、パソコンの画面上

にこちらでデータを表示させていただいております。 

 なお、答申案でございますが、次回の船舶交通安全部会において、最終の御審議を経て御

承認をお願いしたいと考えており、その際には、２０２２年の船舶事故隻数を反映した資料

といたしますが、今回の資料としております答申案は、２０２１年末現在の船舶事故隻数の

ままとなっておりますことを御報告し、併せて、そのような資料に御理解のほどよろしくお

願いいたします。 

 次に、ウェブ会議システムについて御案内いたします。 

 本日は、ウェブ会議システムを活用し、委員の皆様並びに傍聴の皆様に会場とオンライン

にて御出席いただいております。傍聴されている方につきましては、カメラ及びマイクのボ

タンを常にオフとしていただきますようお願いいたします。 

 次に、オンラインで出席していただいている皆様の発言方法について御説明いたします。 

 会議中は、マイクを常にオフとしていただき、御発言を希望される場合は、パソコン画面

中央下にございますメニューバーの中で、手のマークが書かれた「挙手ボタン」を押してい

ただくようお願いいたします。また、質疑の際、モニターでも確認できますように、モニタ

ーをオンとし、挙手していただくよう御協力をお願いいたします。また、チャット機能を利
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用して発言の意思を示していただくことも可能でございます。 

 部会長より御指名がございましたら、マイクボタンをオンとし、初めに御所属とお名前を

おっしゃってから御発言をお願いいたします。発言が終了いたしましたら、マイクを再度オ

フとしていただきますようお願いいたします。 

 ウェブ会議のシステム上、音声が聞きにくい場合がございますので、御発言はゆっくりと

明瞭な声でお願いいたします。 

 会場の皆様におかれましては、部会長から御指名がございましたら、お手元の「トーク」

というボタンを押し、初めに御所属とお名前をおっしゃってから御発言いただき、終了した

際は再度、トークボタンを押してオフにしていただきますようよろしくお願いいたします。 

 それでは、議事に入らせていただきます。 

 ここからの進行につきましては、河野部会長にお願いしたいと存じます。河野部会長、よ

ろしくお願いします。 

【河野部会長】  ありがとうございます。河野でございます。議事進行を務めさせていた

だきます。本日も円滑な審議が進みますよう、皆様、御協力のほど、何とぞよろしくお願い

申し上げます。 

 本日は、本年５月に国土交通大臣から交通政策審議会に諮問されました「新たな時代にお

ける船舶交通をはじめとする海上の安全のための取組」の答申案について審議をしたいと

存じます。答申案の論点が多岐にわたりますので、まず、事務局から、第４次交通ビジョン

の取組状況及び目標の達成状況までを御説明いただいた後、各委員からこの点につきまし

ての御意見、御質問をいただきたいと思います。 

 それでは、事務局から御説明をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

【二瀬主任海上交通企画官】  事務局を務めさせていただきます、海上保安庁交通部企画

課海上交通企画室の二瀬でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、答申案につきまして御説明いたします。 

 初めに、目次をお願いいたします。本答申案の構成としましては、大きく３部構成として

おります。 

 第Ⅰに、はじめにとしまして、続いて、第Ⅱに、現行の第４次交通ビジョンの取組状況及

び目標の達成状況を。続いて、第Ⅲに、今後の第５次交通ビジョンにおける施策としており

ます。また、この第５次交通ビジョンにおける施策の構成としましては、まずは１項目に、

施策立案の前提となる海上の安全をめぐる環境の変化を記載し、それを踏まえ、２項目に各
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分野における重点的に取り組むべき施策を、そして３項目に、各施策の効果を測るビジョン

目標という流れにまとめてございます。 

 それでは、１ページのはじめにをお願いいたします。 

 内容としましては、１つ目の段落で、我が国は世界屈指の海洋国家であり、貿易や漁業等、

多くの分野で海からの恩恵を受けていることを記載しまして、続いて、２つ目の段落で、国

民生活を支える上で海上の安全は極めて重要であり、海上保安庁は船舶交通をはじめとす

る海上の安全を確保するため様々な施策を講じていることを。 

 ３つ目の段落で、台風等の自然災害の激甚化、頻発化や、地球温暖化対策としての再生可

能エネルギーの利用促進など、近年の海上の安全を取り巻く環境の変化を。 

 ４つ目の段落で、新技術の活用による海上安全行政のさらなる高度化、効率化への期待を。 

 ５つ目の段落で、国民の安全への要請に的確に応えるため、船舶交通をはじめとする海上

の安全のための取組を深化させていく必要性を。 

 ６つ目の段落で、このような環境の変化を踏まえ、海上保安庁が２０２３年度から５年間

において取るべき海上安全行政の方向性等を取りまとめ、交通政策審議会が新たな交通ビ

ジョンとして提示することを。 

 そして、最後の段落で、海上保安庁には、本答申に基づく施策を着実に推進し、環境の変

化や新たな時代の要請に的確に対応しながら、海上の安全の確保に取り組むことへの期待

を記載し、まとめております。 

 ２ページをお願いいたします。第４次交通ビジョンの取組状況及び目標の達成状況でご

ざいます。内容につきましては、８月３日の第１９回船舶交通安全部会で御説明させていた

だいた内容とおおむね重複しておりますので、簡潔に御説明させていただきます。 

 この答申案では、第４次交通ビジョンの期間中に取り組んできました主な施策を大きく

５つの項目に整理し、記載しております。 

 １つ目は、ふくそう海域等における安全対策の強化、生産性向上の取組でございます。こ

こでは、船舶交通量が特に多い東京湾、伊勢湾、大阪湾を含む瀬戸内海及び関門港の海上の

安全性向上を図るための取組の一つとしまして、大阪湾海上交通センターの監視、情報提供

体制の強化に着手したことを。 

 また、２ページから３ページにかけて、船舶交通量の多い海域における推薦航路等の設定

としまして、２０１８年には伊豆大島西岸に推薦航路を設定し、２０１９年には浦賀水道航

路と伊豆大島西岸沖などを結ぶ東京湾口の通航帯に航行ルートを設定し、それぞれバーチ
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ャルＡＩＳ航路標識を海図上に明示したほか、潮岬沖におきましても推薦航路を設定すべ

くＩＭＯへ提案し、採択され、２０２３年６月から運用を開始する予定であることを。 

 さらに３ページには、巨大船の通航間隔の見直しとしまして、東京湾を北航する巨大船が

連続して入航する場合の時間間隔を１５分から１０分に見直し、安全性を確保しつつ、海上

輸送における利便性を向上させたことをそれぞれ記載しております。 

 ４ページをお願いいたします。続きまして、２つ目のマリンレジャーに関する事故防止の

取組でございます。ここでは、プレジャーボートをはじめとするマリンレジャーを目的とし

て使用する船舶の事故を防止するため、第４次交通ビジョン期間中に詳細な分析を行った

結果、特にプレジャーボートの機関故障には、整備事業者等による定期的な点検整備の励行

が有効であることが判明しました。このため、関係機関等と連携して積極的に周知啓発に取

り組んだことや、また、多様化、活発化するマリンレジャーの対策としまして、水上オート

バイやＳＵＰをはじめ、７つのマリンレジャーの種類ごとに安全情報を取りまとめた「ウォ

ーターセーフティガイド」を作成し、ウェブ上で公表したことなどを記載しております。 

 ５ページをお願いいたします。次に、３つ目の防災減災対策でございます。ここでは、関

西国際空港連絡橋や横浜南本牧はま道路への船舶衝突事故を受け、海上交通安全法等の改

正を行い、船舶の湾外避難や湾内における錨泊制限等の勧告、命令制度等を創設したことや、

また、気象庁から南海トラフ地震臨時情報が発表された際は、海上保安庁におきましても、

港内の船舶に対し避難準備や自主的な避難行動を促す南海トラフ地震警戒強化勧告を発出

することなど、各港における災害対策を強化したことなどを記載しております。 

 ６ページをお願いいたします。さらに４つ目の、灯台をはじめとする航路標識等の整備、

管理でございます。ここでは、海上保安庁が管理する航路標識等の老朽化や整備の効率化、

汎用品や新技術を活用した機器の更新を推進したことや、また、海上に設置されている灯浮

標の位置等を遠隔で監視できる新たなシステムの導入を推進したことを。さらには、高輝度

ＬＥＤを活用した新たな光源の開発を行い、大きな光力を必要とする灯台への導入を進め、

保守作業の効率化を実現したことを記載しております。 

 ７ページをお願いいたします。最後に、５つ目の戦略的技術開発、国際連携の推進でござ

います。ここでは、走錨に起因する船舶事故対策の一環として、走錨の予兆を検知する新た

な走錨早期警戒システムを開発し、全ての海上交通センターにおいて試験運用を開始した

ことや、また、海上交通の安全や効率性の向上に大きく貢献することが期待されているＶＤ

ＥＳに関し、海上保安庁と国内メーカー等が協力して、ＶＤＥＳ実験機を用いて無線伝送試
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験を実施し、この結果をＩＡＬＡの技術委員会に報告したことなどを記載しております。 

 続きまして、８ページをお願いいたします。ここからは、第４次交通ビジョンで掲げまし

た目標の達成状況でございます。各目標の達成状況につきましては、８月３日の船舶交通安

全部会で御説明させていただきました内容と、現時点で変更ございません。最終的な達成状

況につきましては、２０２２年の船舶事故隻数が分かり次第、反映し、第３回目の最終部会

で御報告したく思います。 

 １１ページ下段をお願いいたします。参考２としまして、長期目標の達成に向けた進捗状

況について、船舶種類別に分析した結果をお示ししております。 

 その実績を１２ページの図表１３と照らして御説明させていただきますと、目標値に対

し、漁船に次いで貨物船、タンカー、その他の作業船等につきましては減少しておりますが、

遊漁船については若干数、プレジャーボートについては大幅に増加していることが分かり

ます。 

 第４次交通ビジョンの取組状況及び目標の達成状況は以上でございます。 

【河野部会長】  ありがとうございました。 

 それでは、ただいまの事務局からの御説明につきまして、各委員から御意見、御質問をお

願いしたいと思います。どなたからでも結構でございますので、お手をお挙げいただければ

と思います。いかがでございましょうか。 

 平岡委員、よろしくお願いいたします。 

【平岡委員】  海員組合、平岡です。 

一点、質問です。７ページの５番、戦略的技術開発、国際連携の推進についてですが、

２０２２年度までに全ての海上交通センターにおいて試験運用を開始したと記載されてお

ります。その試験運用を行った状況について、現在分かっている内容を教えていただければ

と思います。 

 以上です。 

 

【河野部会長】  平岡委員、ありがとうございます。 

 いかがでございましょうか。それでは、国際・技術開発室長、よろしくお願いいたします。 

【本田国際・技術開発室長】  平岡委員、御質問いただきまして、ありがとうございまし

た。技術開発担当ということで、私、本田のほうから回答させていただきます。 

 このＡＩを使った走錨予兆システムにつきましては、一部の海上交通センターのほうで
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試験的に運用しておったんですが、結果が良好ということで、今年度から全ての海上交通セ

ンターにこれを導入して、さらに試験運用を続けていくということになっております。 

 簡単でございますが、以上です。 

【河野部会長】  ありがとうございました。 

 平岡委員、ただいまの御説明でよろしゅうございますか。まだ、何か御質問等ございまし

たら、どうぞよろしくお願いいたします。 

【平岡委員】  ありがとうございます。 

 では、現在、その運用について開始している状況ということで理解してよろしいですか。 

【河野部会長】  国際・技術開発室長、よろしくお願いいたします。 

【本田国際・技術開発室長】  これは、あくまで試験運用ということでございまして、こ

れからソフトの改修、機械の改修を行っていき、最終的なバージョンができましたら、これ

を再度正式に導入しまして本運用を開始するということです。あくまでも試験運用の段階

ということで、いろいろなアップデートというか、改善すべき事項があるかどうかというの

を今、見ている状況でございます。海域を特定して、最初、３か所の海上交通センターで試

験運用を行ったのですが、それを踏まえて、今できたプロトタイプを全海上交通センターに

導入して、日本全国で再度モニターしまして、最終的に改修して本運用を開始するというこ

とでございます。 

 以上です。 

【河野部会長】  ありがとうございました。平岡委員、いかがでしょうか。 

【平岡委員】  ありがとうございます。 

【河野部会長】  どうもありがとうございました。 

 それでは、ほかに何か御意見がありますでしょうか。西本委員、よろしくお願いいたしま

す。 

【西本委員】  日本水先人会連合会の西本でございます。 

 第５次ビジョンにも若干関わるような話かと思いますが、第４次交通ビジョンの取組状

況として、東京湾の管制一元化は数年前に完成して順調に動いているとのことで、以前の話

では、東京湾のあとは、伊勢湾、大阪湾にも展開していくということで我々は了解していた

ところです。今日の資料の２ページ、３ページでは、大阪湾は大阪湾の入り口に管制航路が

ないので、こういう形で進めていくということで、明石海峡航路の管制、それから阪神港の

港内管制は、一元化というより統合して一体化して運用するということで、それなりの結果、
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成果物が出てきたかと思います。 

 ところが、伊勢湾について、２ページの（１）①の冒頭には東京湾、伊勢湾と書かれてい

て、一元化という言葉はともかく、その管制の充実というような、伊勢湾の入り口の管制航

路、それから名古屋港等の港内管制について、それなりの何か対応が出てくるのかなと思っ

ていたところですが、一切触れられていません。これは５次に関わってくると思いますがす

けども、今後どのように展開していくのかという点に気になるところがありますので、御意

見、情報をいただきたい。これは、伊勢三河湾水先人会からも、今、中部国際空港の拡張工

事に伴い大変ややこしい状況になっているとのことで、どうなっているのかというような

今後の取組みについて心配している声が随分声高に聞こえております。 

 もう一点は、４次ビジョンで準ふくそう海域ということで、紀伊水道から東京湾の浦賀水

道について航行支援サービスを充実させるという話になっていたかと思いますが、これも

今回の取りまとめの中で一切触れられいませんので、今後どのように展開するか、その辺の

情報をいただきたいと思います。【河野部会長】  ありがとうございました。 

 ただいまの点、いかがでございましょうか。それでは、航行安全課長、よろしくお願いい

たします。 

【麓航行安全課長】  御質問ありがとうございます。航行安全課長、麓でございます。 

 一元化についてのお問合せがございました。私どもの定義といたしまして、海域全体を把

握するためのレーダー及びカメラの設置ということ。それから、事務所の統合。そして、機

器の更新を包括的に実施することを一元化と称して施策の推進を考えていたところでござ

います。 

 大阪湾北部海域につきましては、この４次ビジョン期間中、２０１８年９月の関西国際空

港連絡橋への船舶衝突事故を受けまして、現在、監視・情報体制の強化に取り組んでいると

ころでございます。 

 また、伊勢湾につきましては、この４次ビジョン期間中に中部国際空港へのカメラの設置

や、名古屋港及び伊勢湾海上交通センターへの機器を最新機器に更新して、伊勢湾の安全性

の向上に必要な対策を着実に講じてきたところでございます。 

 一方、大阪湾、伊勢湾に限らず、全国に目を向けますと、各海上交通センターの機器更新

でございますとか、運用管制の育成及び機能の向上といった諸対策の実施が、ふくそう海域

における事故隻数の減少を維持するために必要不可欠となってございます。このため、大阪

湾、伊勢湾における海難の発生状況や、船舶交通の混雑度のほか、限られた予算の中で、よ
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り効果的に施策を実施していく必要があるということを踏まえますと、本５次交通ビジョ

ンの期間中におきましては、機器更新等の諸対策を優先的に実施していくことが重要であ

ると考えております。 

 もう一点、推薦航路の御指摘がございました。準ふくそう海域における船舶交通の整流化

による安全対策につきましては、今回、導入が決まりました潮岬の推薦航路を含め、３海域

において航路を設定したところでございます。それ以外の海域については、直ちに検討を要

するものではないと考えておりますが、引き続き、全ての海域における海難分析を踏まえて、

必要に応じて検討してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

【河野部会長】  ありがとうございました。西本委員、今のお答えはいかがでございまし

ょうか。 

【西本委員】  その説明には一定の理解はできますが、ポイントだけ挙げれば、伊勢湾の

ことについて、取組状況に全く触れられてない。それから、準ふくそう海域の航行支援情報

サービスが、推薦航路ができたことによって置き換わっているというのは、その目的事項が

違うような気がいたします。準ふくそう海域の取組みが、何か立ち消えになったと、個人的

には感じられます。ですから、今後の対応に関する記述を入れていただければ、皆さんもそ

れなりに了解されると思います。 

【河野部会長】  ありがとうございました。何か、さらにお答えございますでしょうか。 

【麓航行安全課長】  御指摘を踏まえて検討してまいります。ありがとうございます。 

 

【河野部会長】  ありがとうございます。 

 ほかにいかがでしょうか。工藤委員、よろしくお願いいたします。遅くなってしまい、申

し訳ございません。 

【工藤委員】  とんでもございません。御説明ありがとうございました。 

 ３点、コメントです。 

 １つは、２ページになりますが、内容的には問題ないと思います。ただ、安全性と生産性

向上というのは、趣旨から言うと、生産性というよりは経済効率。要は、安全性を高めつつ

も、確かに生産性ではあるんですけれども、最大限に経済的合理性を高めていくということ

だと思いますので、ちょっと生産性という言葉がここで本当にいいかどうかというのは若

干違和感があったので、もし可能であれば、今後、御検討いただければと思います。趣旨及
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び成果については、特にございません。実は、そのことを申し上げるのは、その後に出てく

る巨大船の間隔の問題、③です。通航間隔の見直しとか、かなりの部分にかかってくるのは

経済効率の問題かというふうに考えております。そういった意味でも、言葉の表現上、生産

性が一番いいかどうかということで疑問とコメントでございます。 

 それから、マリンレジャーに関しましては、昨今、新しいマリンレジャーが盛んになるこ

と自体は、ある意味、一般の方の海、あるいはこういったマリンレジャーそのものに対する

理解を深めたり、あるいはそもそもそれに親しんでいただく機会をつくるという意味では

非常に重要なきっかけにはなるわけですが、残念ながら、きっかけが、今のところ安全性と

いう点ではいい方向に行っていないという大きな問題があるという意味で、普及啓蒙が非

常に重要だということについて、既にもう書かれてはいるんですけれども、今後もこういっ

たマリンレジャーをきっかけとした、国民の皆さんへの普及啓蒙、あるいは海への関心を高

めるといったような観点から、もうちょっとポジティブに書いてもいいのかなと思いまし

た。 

 要は、何が言いたいかと申し上げますと、ここのところは、マリンレジャーが残念ながら

安全性という点では、今、ネックになっているということを指摘しておりまして、それ自身

は確かに正しいんですけれども、場合によっては、先ほど申し上げましたように、マリンレ

ジャーに親しむことによって、海への理解を高めていただくきっかけにもなるかと思いま

すので、書きぶりをもうちょっとポジティブにしていただくといいのかなというのが２点

目でございます。 

 それから、３点目ですが、防災のところになります、５ページから６ページにかけての部

分でございます。これも既にここでも議論されたことではございますが、単に現在、地震と

かこういった事故だけではなくて、そもそも台風とか、あるいはいろいろな自然災害が非常

に激甚化している中、国土交通省でも自然災害の激甚化にどのように対応するかというこ

とで、インフラだけではなく、ソフトの面からもいろいろ対策を取っているところだと理解

しております。そういう意味では、ここで防災、減災対策とおっしゃっていますし、実際に

今までかなりいろいろと広くやっておられるので、ここの書きぶりは若干少ないのかなと

いいますか、一部だけを書いたような感じなので、成果とかをもうちょっとポジティブに盛

り込んでいただければいいのかなというふうに感じました。 

 すみません、３つ目は特に感想なので、今日お答えいただかなくても結構でございます。 

 以上です。 
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【河野部会長】  工藤委員、ありがとうございました。 

 ただいまの点につきまして、どなたか事務局から御説明いただけますでしょうか。それで

は、安全対策課長、よろしくお願いいたします。 

【松浦安全対策課長】  工藤委員、御意見ありがとうございます。私、安全対策課長、松

浦でございます。 

 国民の皆さんがもう少し海に親しんでいただけるという視点が大事だということで、ポ

ジティブな表現にということでございました。私どもも、特に、子供たちの海離れがありま

すと、どんどん海になじみがなくなって、海でどうやって安全に遊ぶかということと、親し

む時間がなくなりますし、海洋国日本の将来のこともありますので、これとのバランスは常

に考えているところでございます。ポジティブな表現にということで御意見いただきまし

たことも踏まえて検討させていただきます。 

 ありがとうございました。 

【河野部会長】  ありがとうございました。海上交通企画室長、よろしくお願いいたしま

す。 

【宮本海上交通企画室長】  企画室長、宮本でございます。工藤委員、ありがとうござい

ました。 

  まず、最初の２ページ目でしょうか、ふくそう海域等における生産性の向上という言葉

なんですけども、ここの部分は４次ビジョンからの振返りということですから、４次ビジョ

ンの中で、この生産性の向上というワーディングを使ったところから、そのまま落とし込ん

だというところで御理解していただければと思います。よろしくお願いいたします。 

 それと、６ページのところの航路標識のことも含む減災、防災の件ですけども、確かにも

う少しポジティブに書いてもいいとか、成果をもっと書いてもいいんじゃないかという御

指摘がございましたが、次に説明することになろう５次ビジョンの施策のところにも触れ

ておりますものですから、ここについてはこの程度の触れ方で、他との横並びもございます

ので、この内容でというふうに事務局としては考えてございます。【河野部会長】  あり

がとうございました。工藤委員、ただいまの御説明、いかがでございましょうか。 

【工藤委員】  了解いたしました。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。 

【河野部会長】  ありがとうございます。 

 ほかにいかがでしょうか。二村委員、よろしくお願いいたします。 

【二村部会長代理】  １点、４ページのマリンレジャーに関するウォーターセーフティガ
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イドに関してなんですけれども、これをつくられましたと。最終的に事故を減少させる、削

減するというようなことが目的だと思うんですが、このウェブ上で公表したガイドライン

に関するアクセス数ですとか、そちらの評価というのは行われていますでしょうか。 

【河野部会長】  安全対策課長、よろしくお願いいたします。 

【松浦安全対策課長】  御質問ありがとうございます。 

 二村委員御指摘のとおり、私どももアクセス数は非常に気にしておりまして、これの向上

に努めております。そのため、ブラッシュアップを常にやっておりますことと、現在、もう

一つ、プレジャーボート編、機関故障を中心とした対策として、動画つきのものを公表でき

るようにしております。 

 それから、マリンレジャーに関する、こちらにずらっと水上オートバイ編、カヌー編等あ

りますけれども、それぞれの関係団体の皆さんと連携した安全対策で、ＳＮＳなんかに貼っ

てもらったりとか。それから、ちょっと詳しくは書いておりませんけれども、後に若干出て

きますが、最近は、販売も、ショップではなくてウェブで、オンラインで気軽に買えるとい

うこともありまして、ネットの通販会社大手なんかとも連携しまして、そちらからこちらを

御案内していただくということもやっております。 

 これらが、各社を通じて入ったものかどうか、これが効果測定できないかというところま

で、実は仕掛けを工夫するということをチャレンジしていまして、各社のシステムのことも

ありますので、どこまで御了解いただけるかどうか分かりませんが、各社と相談したりして

おります。どこからアクセスされたものか、そしてどういうところが有効なのか、これを効

果測定しながら進めております。 

 ありがとうございました。 

【河野部会長】  安全対策課長、ありがとうございました。 

 海上交通企画室長、よろしくお願いいたします。 

【宮本海上交通企画室長】  事務局でございます。１点補足させてください。 

 ウォーターセーフティガイドに対するアクセス数の件ですけれども、２０２１年度のア

クセス数は４万１,２１６件、前年比１.４倍ということで御報告させていただきます。 

【河野部会長】  ありがとうございました。二村委員、よろしゅうございますでしょうか。 

【二村部会長代理】  はい。 

【河野部会長】  ありがとうございます。 

 ほかにいかがでございましょうか。ウェブ上でも、特には手を挙げている方はおられない
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ようですので、それでは、この辺りで、ここまでの御説明に対しての質疑応答を終わりまし

て、次の議題に移りたいと思います。 

 それでは、事務局より答申案の「第５次交通ビジョンにおける施策」について御説明をい

ただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

【二瀬主任海上交通企画官】  それでは、第５次交通ビジョンにおける施策につきまして、

御説明いたします。 

 １３ページをお願いいたします。海上保安庁が海上安全行政を今後も引き続き適切に推

進するためには、海上の安全をめぐる環境の変化を的確に認識するとともに、重点的に取り

組むべき施策を具体化していくことが有効であると考えます。また、施策を着実に実施し、

その取組を推進するためには、達成すべき目標も掲げる必要があります。 

 このため、この第Ⅲの第５次交通ビジョンにおける施策編での構成としましては、先ほど

目次のところでも御説明させていただいたとおり、まずは、施策立案の前提となる海上の安

全をめぐる環境の変化を述べ、その後に各分野における重点的に取り組むべき施策を、そし

てビジョン目標という流れにまとめてございます。 

 それでは、海上の安全を取り巻く環境の変化について御説明いたします。 

 まずは、近年、台風等の自然災害が激甚化、頻発化し、船舶交通に関しても甚大な被害が

発生しており、加えて、南海トラフ地震等、巨大地震の発生リスクが高まっていることを記

載しております。 

 次に、１３ページ下段から１４ページにかけて、カーボンニュートラルの実現に向けた脱

炭素化の取組が加速する中、次世代燃料船などの普及や、洋上風力発電の増加が見込まれる

こと。 

 また、１４ページ下段から１５ページにかけて、船員の業務支援やヒューマンエラーによ

る事故減少への期待などを背景に、自動運航船の実用化が進展していること。 

 さらに、１５ページ中段から１６ページにかけて、マリンレジャーの活発化、多様化に関

し、屋外型レジャーの人気が高まる中で、プレジャーボートの経験の浅い者による事故が増

加傾向にあり、また、小型船舶の免許が不要なＳＵＰやミニボートにつきましても事故が増

加傾向にあることを、それぞれ記載しております。 

 続きまして、１６ページ中段をお願いいたします。環境の変化としましては、先ほど御説

明させていただいた変化のほかに、海上の安全に資する技術も進展しております。 

 まずは、ＶＤＥＳに関する進展でございます。ＶＤＥＳについては、ＩＭＯやＩＡＬＡに
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おいてＳＯＬＡＳ条約の改正により、ＡＩＳと同等の航海計器としての位置づけを与える

方向で検討が進められていることを記載しております。 

 １７ページをお願いいたします。次に、クロスリアリティーの活用の広がりでございます。

ここでは、近年、この技術が注目を集め、様々な分野での活用が進められていることを記載

しております。 

 また、１７ページ下段には、ＷＥＢをはじめとするデジタルメディアの普及としまして、

社会全体としてパソコンやスマートフォンといった情報通信機器が広がりを見せる中、

様々な分野においてＷＥＢやＳＮＳ等、情報拡散効果の高いデジタルメディアを活用した

情報発信が進んでいることや、各種手続につきましても、ＷＥＢによる電子的手段も浸透し

ていることを記載しております。 

 なお、これに関連しまして、１８ページには主な通信機器の保有状況の推移を、１９ペー

ジには、インターネット利用状況の推移をそれぞれお示ししております。 

 海上の安全をめぐる環境の変化は以上でございます。 

 続きまして、２０ページをお願いいたします。ここからは、これまでに御説明しました、

海上の安全をめぐる環境も踏まえ、各分野における重点的に取り組むべき施策を記載して

おります。 

 まずは、船舶交通安全に関する諸対策でございます。ここでは、自然災害の激甚化、頻発

化への対応としまして、大阪湾海上交通センターの監視、情報提供体制の強化を継続してい

くことを記載しております。具体的には、監視海域の拡大や、下の図の図表２５のとおり、

情報聴取義務海域を拡大し、明石海峡航路の航路管制と阪神港の港内交通管制を大阪湾海

上交通センターに統合して、平時及び異常気象時等の船舶事故の未然防止に取り組むこと

を記載しております。 

 ２１ページをお願いいたします。ここでは、ふくそう海域における大規模な船舶事故の防

止等に不可欠な海上交通センター等における諸対策を記載しております。具体的には、海上

交通センターの管制卓や無線設備等の機器更新を計画的に実施していくことや、運用管制

官の育成及び技能向上を目的として、訓練装置の更新や研修の充実強化を図ること。また、

自然災害への対応としまして、２０２１年に海上交通安全法等の一部改正により創設され

た湾外避難等勧告・命令制度などを適切に運用していくことなどを記載しております。 

 なお、下の図の図表２６は来島海峡の例ですが、来島海峡海上交通センターの運用開始以

降、また、その後の制度見直し等により、来島海峡航路及びその周辺海域における船舶事故
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が減少している状況をお示ししたものでございます。 

 次に、２１ページ下段から２２ページにかけて、次世代燃料船などの普及や洋上風力発電

の増加が見込まれることに対する対策を記載しております。 

 まず、次世代燃料船への燃料供給に対する安全対策でございます。次世代燃料であるＬＮ

Ｇを船舶に供給する方法としましても、Ｓｈｉｐ ｔｏ Ｓｈｉｐ方式の普及が見込まれ

ているところ、この方法によりＬＮＧを供給する場合は、港の地形や周辺の航行環境などの

地域特性を踏まえ、航走波等による事故防止のためのルールづくりや、燃料供給中であるこ

との周知などが事業者等からしっかりとなされるよう、関係省庁等と連携し、燃料供給時の

安全確保を図ることや、また、水素やアンモニア等の次世代燃料につきましても、その特性

を踏まえ、燃料供給の安全確保に取り組むことを記載しております。 

 続いて、洋上風力発電設備の設置海域における安全対策でございます。ここでは、再エネ

海域利用法に基づく地域協議会の枠組みを活用し、関係省庁等と連携して船舶交通の安全

確保を図ることとしており、建設工事中においては、作業船による航行環境の変化に対応す

るため、作業船の運航ルートの策定や警戒船の配備等による船舶の航行の安全確保がなさ

れるよう、また、運用開始以降においては、洋上風力発電設備への灯火の設置による視認性

の確保や、使用する作業船の安全管理体制の徹底等がなされるよう、さらには、大規模なメ

ンテナンスや撤去工事が行われる場合においても、建設時と同様に安全確保がなされるよ

う取り組むことを記載しております。 

 ２３ページをお願いいたします。ここでは、自動運航船の実用化が進展していることの環

境変化に伴う安全対策を記載しております。例えば、ＣＯＬＲＥＧ条約におきましては、現

状、自動運航船の運航に関しましては、船舶に船員が乗船していることを前提とした規定が

置かれていますが、実用化に向けた動きの進捗等によりましては、このような規定の見直し

について、今後、議論がされることも予想されます。このようなＩＭＯにおける解釈の整理

や議論に対応すべく、我が国におきましても対応方針等を整理する必要がございますので、

海上保安庁におきましても、その議論に対応することや、また、ＩＭＯによる議論の結果を

踏まえ、ＣＯＬＲＥＧ条約に準拠している海上衝突予防法はもとより、他の海上交通法令に

つきましても、必要に応じ自動運航船の実用化に対応した改正等の検討を行うことを記載

しております。 

 船舶交通安全に関する諸対策は以上でございます。 

 続きまして、２４ページからは、マリンレジャーに関する安全対策を記載しております。 
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 まずは、プレジャーボートの機関故障対策でございます。第４次交通ビジョン期間中にお

けるプレジャーボートの船舶事故隻数は、全船舶事故の約５割を占めており、特に機関故障

の割合が最も高い状況にあります。また、先ほども御説明させていただきましたが、第４次

交通ビジョン期間中に詳細な分析を行った結果、特にプレジャーボートの機関故障には、整

備事業者等による定期的な点検整備が有効であることが判明しました。このため、この取組

を強化すべく、これまで海事局をはじめとする関係機関や関係団体と連携して行っている

安全啓発のためのリーフレットの作成や、その配布に加え、情報拡散効果の高い媒体を活用

しまして、整備事業者等による定期的な点検整備の有用性を効果的に広く周知し、点検整備

の実施を促進していくことを記載しております。 

 ２５ページをお願いいたします。プレジャーボートの操船経験の浅い者に向けた取組で

ございます。先に環境の変化で御説明させていただいたとおり、プレジャーボートにつきま

しては、経験の浅い者による事故が増加傾向にあります。このため、現場での安全指導のみ

ならず、海事局等と連携し、小型船舶操縦免許証の取得、更新時の機会を捉え、また、販売

店やショッピングサイトと連携し、船舶購入時等の機会を捉え安全啓発活動を行い、経験の

浅い者の安全意識等が効果的に向上するよう取り組むことなどを記載しております。 

 次に、２５ページ中段から２６ページにかけての、安全啓発に取り組む個人、団体等との

協働でございます。ＳＵＰやミニボートの事故が増加傾向にある中、これらマリンレジャー

は直接の規制法令がなく、免許更新時等の機会を捉えた安全指導が行えない上、近年では、

これらマリンレジャー用品についてもインターネット通販が増加しており、さらに安全啓

発の機会が得られないケースが増えております。このため、関係機関のみならず、愛好者や

愛好団体、通信販売業者など、マリンレジャーを取り巻く様々な次元の当事者や関係者から

の協力をいただいて、例えばマリンレジャー愛好者に対し、情報発信力が高いインフルエン

サーのＳＮＳに安全情報を掲載するなど、安全啓発をより広く展開していくことを記載し

ております。 

 このほか、マリンレジャー愛好者団体は独自の視点で安全啓発を行っていますが、この取

組が団体相互間で共有されれば、一層効果的な取組に発展することが期待されます。そのた

め、全国各地にネットワークを持つ団体を糾合した会議体を海上保安庁が主体となり設立

することや、その後も定期的に会議の場の提供や最新の事故実態等の共有を通じ、設立後の

民主導での取組を支援していくこと等を記載しております。 

 次に、２６ページ中段の現場指導体制の強化でございます。内容としましては、多様化、
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活発化するマリンレジャーの事故を未然に防止するためには、効果的な現場指導が重要に

なります。このため、各種マリンレジャーの特性や事故防止に関する知識を海上保安官に付

与するための研修を行い、現場指導体制の強化を図ることを記載しております。 

 マリンレジャーに関する安全対策は以上でございます。 

 続きまして、２６ページ下段からは、海上交通基盤の充実強化を記載しております。 

 まずは、自然災害の激甚化、頻発化に対応するための、灯台等の耐災害性の強化の推進で

ございます。具体的には、灯台の倒壊を未然に防止するため、腐食等が懸念される灯台の改

修を推進することや、商用電源の停電に伴う灯台等の消灯を未然に防止するため、電源の太

陽電池化を推進すること。 

 また、灯浮標の流出や消灯等の異常を速やかに発見できる監視体制の強化を図ること。 

 さらには、灯台等の光源の監視、高輝度ＬＥＤの導入を推進すること。 

 また、引き続き、ライフサイクルコストを意識した計画的な老朽化対策を行うことなどを

記載しております。 

 次に、２９ページ下段から３０ページにかけてのＶＤＥＳによる新たな情報提供の検討

でございます。ＶＤＥＳの実用化により期待される具体的な機能の例としましては、ＡＩを

活用した船舶動静予測に基づく危険情報や渋滞情報などが想定されています。このＶＤＥ

Ｓに係る取組としましては、引き続き、国際機関や舶用機器メーカー、船会社、大学等関係

者と連携しつつ、具体的な活用方法やシステム構築に向けた検討を進めていくなどを記載

しております。 

 なお、下の図の図表４３は、船橋側でサービスを受ける場合のイメージ図でございます。 

 次に、３０ページ下段から３１ページにかけてのクロスリアリティー技術の活用による

業務の効率化でございます。この技術の活用に関しましては、既に灯台等の保守点検では実

証実験済みであり、その有効性が認められたところではございますが、導入に当たっては、

データ通信の容量やコストが課題となることが分かりました。このため、このデータ伝送等

の技術の進展や普及状況に注視しつつ、導入に向けた検討を進めていくことや、また、この

技術は、人材育成や、その他の業務の効率化にも応用できる可能性がございますので、その

方策を検討していくことを記載しております。 

 次に、３１ページ中段のＷＥＢによる通報手段の導入でございます。ここでは、現在、電

話や電子メールで行われている海上交通安全法や港則法に基づく通報を、ＷＥＢで通報す

ることができるシステム整備を推進することを記載しております。 
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 次に、３１ページ後段の航路標識協力団体制度の活用による維持、管理の充実化、効率化

でございます。２０２１年に航路標識法を改正し創設しました本制度を効果的に運用する

ことで、灯台等の維持、管理を充実させていくことを記載しております。 

 なお、これに関連しまして、３２ページに２０２１年度末時点での航路標識協力団体の指

定状況をお示ししております。 

 海上交通基盤の充実強化は以上でございます。 

 続きまして、３３ページをお願いいたします。ビジョン目標でございます。 

 第５次期間中は、大きく３つの目標を掲げることとしており、１つ目は、ふくそう海域に

おける大規模な船舶事故の防止でございます。具体的には、ふくそう海域における航路を閉

塞するような社会的影響が著しい大規模な船舶事故発生数をゼロとする目標でございます。 

 続いて、２つ目は、ふくそう海域における衝突、乗揚げ事故の減少でございます。具体的

には、第５次期間中の５か年の平均事故隻数を第４次期間中の年平均事故隻数以下とする

目標でございます。 

 ３つ目は、船舶事故隻数の減少でございます。具体的には、第５次期間中の最終年である

２０２７年までに船舶事故隻数を１,３５０隻以下とする目標でございます。 

 この１,３５０隻につきましては、３４ページをお願いいたします。第５次期間中におき

ましても、２０２０年代中に船舶事故隻数半減を目指すこととする長期目標の達成を引き

続き目指すこととしております。この長期目標の達成に向けて、毎年、平均ペースで事故隻

数を減少させた場合のビジョン最終年の値が１,３５０隻となり、それを目標としておりま

す。 

 最後に３４ページ中段をお願いいたします。米印の船舶事故の統計に計上する範囲につ

いてでございます。このことに関しましては、私どもは、過去の部会において海難定義の見

直しという言葉を使っておりましたが、より正確に表現しますと、海上保安庁が船舶事故の

統計に計上する範囲を見直しており、今回はより分かりやすくするため、このように記載し

ております。その上で、第４次期間中の計上範囲では、第３次までの海上保安庁が取り扱っ

た船舶事故隻数のみを対象とした計上範囲から、民間救助組織のみが取り扱った船舶事故

を加えて、そのうち損害や具体的な危険が生じた「船舶事故（アクシデント）」のみを計上

することとしておりました。 

 しかしながら、この手法には、民間救助団体からの報告義務がないことによる限界や「船

舶事故（アクシテント）」と「インシデント」に分類することの煩雑さや困難さといった課
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題に直面したため、これを見直し、第３次期間以前と同様の「海上保安庁が取り扱った船舶

事故隻数」に戻すこととする旨を記載してございます。 

 第５次交通ビジョンにおける施策は以上でございます。 

【河野部会長】  ありがとうございました。 

 ただいまの事務局からの御説明につきまして、各委員から御意見、御質問をお願いしたく

思いますが、それに先立ちまして、本日御欠席の日本船主協会、友田委員より御意見をいた

だいているとお聞きしております。事務局から御説明をお願いしたいと思います。よろしく

お願いいたします。 

【二瀬主任海上交通企画官】  事務局でございます。 

 本日、御欠席の友田委員より、事前に御意見を２つ頂戴しておりますので、御紹介させて

いただきます。 

 １つは、漁船などの小型船との衝突防止のためのＡＩＳの活用についてでございまして、

具体的には、当協会としては、漁船などの小型船においては、見張りの補助としてＡＩＳを

設置することは衝突事故防止に有効であり、また、大型船においても、視認が難しい小型船

の位置の把握が容易であることから、安全運航、事故防止に有益と考えています。このため、

海上保安庁には、引き続き関係官庁と協同し、小型船へのＡＩＳ等の有益な機器設置に向け

て働きかけるなど、前向きな活動を期待しますという御意見でございます。 

 この意見に関しまして、私どもからは、船舶へのＡＩＳ搭載につきましては、国土交通省

が関連法令を所管しているところ、貴協会の御意見のとおり、海上保安庁としましても、こ

の有用性については理解しております。このため、総務省、国土交通省、水産庁と連携し、

ＡＩＳの普及に向けたリーフレットを作成し、漁船への訪船時や漁協への海難防止講習会

の機会を捉え、啓発活動に取り組んでおります。 

 なお、１つの例ではございますが、東北を管轄する第二管区海上保安本部では、東北総合

通信局や東北運輸局等と連携してＡＩＳ搭載の普及に努め、漁船におきましては、簡易ＡＩ

Ｓの搭載隻数が１０年間で約１０倍にまで増加したとの報告を受けてございます。引き続

き関係機関や関係団体と連携してまいりますとお答えし、御理解をいただいているところ

でございます。 

 もう一つは、洋上風力発電の海域設定及び船舶の航行安全への配慮についてでございま

して、具体的には、洋上風力発電の海域設定については、業界としても関心が高く、英国な

どでは、風車の間隔や風車設置海域と航路の離隔距離等、安全航行のためのガイドラインが
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策定されております。日本においても、このような洋上風力先進国の状況を参考に、船舶運

航の関係者の意見、情報等を取り入れていただき、海上保安庁におきましては、航行船舶の

安全に配慮して取り組んでいただきたいという御意見でございます。 

 この意見に関しましては、答申案の２２ページにも記載しておりますが、私どもからは、

我が国における再エネ海域利用法に基づく洋上風力発電設備の設置区域の指定は、関係省

庁や海域利用者等の関係者で構成される法定協議会を経て行われることとなっており、海

上保安庁といたしましては、今後とも、必要に応じ通航船舶への影響について意見を述べ、

船舶航行への支障を及ぼさない区域指定がなされるよう取り組んでまいります。 

 また、区域指定後の洋上風力発電設備の建設工事中、運用開始後に加え、大規模メンテナ

ンス時や撤去工事中においても、作業船による航行環境の変化に対応した船舶航行の安全

確保がなされるよう取り組んでまいりますとお答えして、御理解をいただいているところ

でございます。 

 友田委員からの御意見に関する御報告は以上でございます。 

【河野部会長】  ありがとうございました。 

 続きまして、ウェブ上でお手をお挙げになっておられる田久保委員よろしくお願いいた

します。 

【田久保委員】  田久保です。 

 第５次交通ビジョンにおける施策の中で、マリンレジャーの安全振興のために、さまざま

な団体へ広報活動をしていくとのことですが、私が会長を務めていますＵＭＩ協議会は、現

在２３団体が加盟しておりまして、例えばセーリング連盟とかサーフィン連盟、ＳＵＰ協議

会、海上レジャー安全・振興協会等、マリンレジャーに関するほとんどの団体が加盟してお

りますので、安全対策課長の松浦様にでも、お忙しいところ大変でしょうけども、ぜひ会合

に御参加していただいて、そういったマリンレジャーの安全を目的とした施策について語

っていただきたいと思います。 

 それと、マリンジャーナリスト会議というのもやっておりまして、こちらも私が会長をや

っておりますので、こうした組織を利用していただきたいと思います。、５次の計画の中に、

そういう安全に向けての組織づくりを計画されているというふうに書いてありましたので、

いろいろあるものを１つにまとめる、例えば「ウォーターセーフティー協会」のようなもの

を設立することも視野に入れられるとよろしいかと思います。 

 以上です。 
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【河野部会長】  田久保委員、ありがとうございました。 

 ただいまお名前も挙がりましたが、安全対策課長、何かお答えございますでしょうか。 

【松浦安全対策課長】  田久保委員、御提案ありがとうございます。 

 ＵＭＩ協議会の会議につきましては、私どもも参加予定にしております。今のところ私自

身の参加にはなっておりませんけれども、参加させていただきたいと思っております。 

 また、マリンジャーナリスト会議でも、お話の機会をいただけるということでございます。

ぜひ積極的に伺わせていただきたいと思っております。 

 また、ウォーターセーフティー協会等の設立につきましては、現在様々な取りまとまった

団体が設立されておりまして、幾つか同様の趣旨で設立されているところもあるようでご

ざいまして、それらの皆さんと相談の上、最適な形で現状を勘案して、皆さんとベクトルが

合っていく方向で、ぜひまとまってまいりたいと思います。御提案ありがとうございます。 

【河野部会長】  安全対策課長、ありがとうございます。 

 ほかに事務局から何かございますでしょうか。田久保委員、ただいまのお答えでよろしゅ

うございますか。 

【田久保委員】  ありがとうございます。 

 私もヨットを５０年ぐらい楽しんでおりまして、今でも週末にヨットに乗りに行ったり

しています。ヨット・ボートの雑誌づくりのために全国、そして海外の様々な地域で取材し

てきましたが、私が感じているのは、とにかくシーマンシップ、海で遊ぶための安全なスキ

ルを学ぶことがとても大切だと感じております。そのためには、よきリーダー、全国各地に

いい兄貴分役みたいな人がいますのでそういう影響力のあるインフルエンサーの協力を取

り付けて訴求力の高いＳＮＳを発信するにというお話も先ほど出ていましたけども、そう

いうリーダーを育てるということも、ぜひ考えていただきたいなと思います。 

 以上です。 

【河野部会長】  ありがとうございました。ただいまのご発言は、御提案として承ってお

くということでよろしゅうございますか。 

【田久保委員】  はい。よろしいです。 

【河野部会長】  ありがとうございます。 

 ほかにどなたか、いかがでございましょうか。ウェブで工藤委員、その後に葛西委員とい

うことで、工藤委員が、ウェブでお手をお挙げになっておられますので、よろしくお願いい

たします。 
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【工藤委員】  ありがとうございます。 

 まず、御説明ありがとうございました。２点コメントと、１つは質問です。 

 質問からです。３０ページから３１ページにかけまして、ＸＲ技術の活用による業務の効

率化ということなんですが、お尋ねしたい点は、ここではスマートグラスの話が出ているの

ですんですけれども、これ以外に何か具体的に、特に人材育成でＸＲというのはどういった

ことがあるのかというのが、ここでは具体的に書かれていないので、もし教えていただけれ

ばと思います。先ほど、いろいろ限界といいますか、課題があるというお話もあったかと思

います。現場でのスマートグラスの使用に関して、データ通信の問題等があるという話だっ

たかと私は理解しましたが、だとすると、いわゆる５Ｇの問題なのかなと思います。この辺

り、スマートグラス自体ではなくて、その周辺環境に問題、課題があるとするならば、その

辺りも少し教えていただきたいのと、できればそういったところにも踏み込んでいただく

のがいいのかなと思った次第でございます。これが１点目、質問です。 

 ２点、コメントがございまして、１つは、いろいろと、例えばエネルギー環境であるとか、

自動船の話、洋上風力の話等々がございます。そもそも、この辺の話に関しては、恐らくエ

ネルギー源がどんどん変わっていく時代の変化という、もう少し何か大きなところから入

っていただいてもいいのかなというちょっと感想を持ちました。といいますのも、恐らく今、

進んできているオートノマスカーよりも、場合によっては自動船のほうが速度も速いと言

われていますし、この辺りについては、各論で捉えることも非常に重要ですが、少し時代変

化といいますか、全体的な目で見ていただくのがいいのかなというふうに思いました。です

ので、両方とも関係してきますので、何か少し前置き的なことがあってもいいのかなという

ふうに思っております。 

 もう一点はとても小さな話で恐縮なんですが、３１ページ以降の航路標識協力団体に関

してです。これは私も関係しておりますが、今までにいろいろと地元で活動されてきている

団体が、しっかりしているところ、しっかりしていないところ、特に後者です。いろいろな

課題を持っているところもあるというふうに認識しております。今後進めていくに当たっ

て、地元に適切な団体がない場合にどうしていったらいいのかとか、地元の団体がそれほど

力を持っていないときに、どのように整備をしたり、支援をしたりしていったらいいのかと

いうのが、恐らく今後、２年３年とたっていくうちに明確になってくると同時に、課題も出

てくるのではないかというふうに認識しております。この辺りについて、何かお考えのこと

があるのか、あるいは、今後どのように発展させていくのかなどについて、もしお考えがあ
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ればコメントをいただきたいということです。これについては、さらに議論もあると思いま

すので、今日はお答えいただかなくても結構でございます。 

 以上でございます。ありがとうございました。 

【河野部会長】  工藤委員、ありがとうございました。 

 ただいまの１つの御質問と２つのコメントは、若干後半に御質問もあったと思いますけ

れども、いかがでございましょうか。それでは、海上交通企画室長、よろしくお願いいたし

ます。 

【宮本海上交通企画室長】  事務局でございます。 

 ＸＲ技術のことについて、高度な知見を持っているわけではございませんのでまだ勉強

するところでありますが、人材育成につきまして、現場職員が全国に広がっているためＷＥ

Ｂ会議においていろいろ研修、会議を行うことも増えてくると思いますが、その際にグラフ

ィックな型で教材を示すことで、そういった人材育成の研修の効果を高めるのが一つと、海

上交通センターの管制官のシミュレーターを使用した教育にもＸＲ技術が応用できると考

えております。スマートグラスにつきましては、例えば離れ小島の灯台と管区本部との間で

行う際は、携帯電波がないとできないことが前提にございます。 

【河野部会長】  ありがとうございました。 

 工藤委員、今のお答えでよろしゅうございますか。 

【工藤委員】  お答えいただいたのは、ＸＲ技術という感じではないのかなというのが正

直なところで、通常、ＶＲとかＡＲとかですよね。要は、いろいろな手段によって現実を擬

似体験することであったりとか、いわゆるバーチャルリアリティーとかアウグメンテッド

リアリティーというのがＸＲだと思いますので、例えば、研修も現場に行かないんだけれど

も、バーチャルリアリティーを使うことによって、あたかも現場に行っているようなことを

体験していただきながら研修するとかというのは、確かにＸＲ技術による研修だというふ

うに思います。 

 なので、この辺り、本当にＸＲ技術なのかなというのが若干疑問に思いますし、そもそも

スマホが通らないところということは、ネット環境、ウェブ環境がない場所ということにな

ると思いますし、場合によっては、ＸＲの場合には、それを特に同時に使う場合、例えば、

遠方にいる方が操作するといった場合には、５Ｇ程度の通信速度等が必要になりますので、

それがない場合というのは、むしろ関係省庁にぜひ投げかけて整備していただくというこ

とになるかと思いますので、ちょっとこの辺りは書きぶりを今後、検討する必要があるかな
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というふうに感じたところでございます。御説明ありがとうございました。 

【河野部会長】  どうもありがとうございました。 

 ほかの御質問やコメントについて何か。それでは、企画課長、よろしくお願いいたします。 

【江原企画課長】  企画課長の江原でございます。 

 先ほど航路標識協力団体についてコメントをいただきました。まさに工藤先生の御指導

いただきながら、昨年の２月に３６の灯台に対して４０の団体について指定をさせていた

だいております。また、今年度も募集をさせていただいておりまして、１１月から今月半ば

まで、新たな団体を指定すべく地方からの声を集めていると、このような状況でございます。

御指摘をいただきました航路標識協力団体になっていただく地域の団体の皆様につきまし

ては、基盤がしっかりしているところもあれば、そうでないところもあるということで、そ

ういったボランタリーに取り組んでいただいている方々のお力をどう集約していくかとい

うことが今後の課題になってくるかなということは、私どもも強く認識をしているところ

でございます。 

 他方で、何分、昨年度から開始した制度でございまして、指定からもうすぐ１年がたつか

なというところでございますので、まず、この１年、また翌１年の活動の実績をしっかりと

私どもも把握し、集約をしながら、どのような課題があるのか。また、海上保安庁として、

その課題に対してどのような取組ができるのかということを、この制度を運用しながらし

っかりと検討し、対応してまいりたいと、このように考えております。航路標識協力団体に

つきましては、非常にいいスタートを切らせていただいたと、このように思っておりますの

で、引き続き先生方の御指導をいただければと、このように考えております。どうぞよろし

くお願いいたします。 

【河野部会長】  ありがとうございました。 

 ただいまの御説明も、工藤委員、よろしゅうございますでしょうか。 

【工藤委員】  ありがとうございました。 

【河野部会長】  どうもありがとうございました。 

 続きまして、会場でお手をお挙げの葛西委員、よろしくお願いいたします。 

【葛西委員】  船長協会の葛西です。 

 まず、１つ、第４次ビジョンの取組状況の中で、船舶交通量の多い海域における推薦航路

等の設定で、潮岬沖のバーチャルブイの設定について開始する予定であるというところで

終わっているんですけど、結局、第５次ビジョンにおいて、いわゆる船舶交通安全に関する
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諸対策の中に、これに関する記述が全く入ってないというのはちょっと奇異に感じて、例え

ば船舶交通に関する諸対策の中で、この潮岬におけるバーチャルブイの設置により船舶交

通の整流化を図り、その効果を検証していくとか、そういうような文章があれば、非常にこ

こはつながりがいいんじゃないかなと思っております。 

 それと、もう一つは、これはもう恐らく、ここで言って最終的にどんな返答が返ってくる

かちょっと心配なんですけども、１２ページに船種別に見た事故隻数の推移というのをこ

こに分析して、お示しいただいています。これを見ますと、貨物船、タンカー、その他のい

わゆる一般船舶の事故件数というのは、大幅に減少しているんです。これは、ここに述べて

あるように、ふくそう海域における安全対策だとか、いろいろと保安庁さんが実効的な対策

を行ってきたことで減少していっているということだと思います。目標値より下がってい

ますよね。 

 逆に、遊漁船、プレジャーボートは目標値を達成してないだけでなくて、目標設定時より

も増えているというような状況がこれを見ると分かってしまいますよね。それで、この状況

の中で、目標値を２０２７年に１,３５０隻まで減少させると。恐らく第１１次交通安全基

本計画の中で１,２００隻まで持っていかなきゃいけないというところで、この数字が出て

いるんだと思うんですけども、皆さん委員の方も見てお分かりだと思うんですけど、この数

字は非常に困難な数字じゃないかなと思っております。 

 それで、もうそろそろ貨物船、タンカー、その他の一般船舶と、それ以外の遊漁船やプレ

ジャーボート等については、区別して目標を立てていくべき時期じゃないかなというふう

に思っております。第５次交通ビジョンのビジョン目標ということでここまでうたうと、恐

らく最終的に達成できなかったときの検証というのが非常に難しいのではないかと思うん

ですけどもね。特に小型船、プレジャーボートについては、ここの対策でも随分紙面を取っ

て書かれています。 

 今、田久保委員がおっしゃったように、いろいろと有効対策があると思うんですが、ほと

んどが安全意識の啓発ばっかりなんですよね。それで、保安庁さん自体が実施する安全対策

というのが余りないんです。 

 今、田久保委員がおっしゃったように、いろいろと有効対策があると思うんですが、ほと

んどが安全意識の啓発ばっかりなんですよね。それで、保安庁さん自体が実施する安全対策

というのが余りないんです。 

 ですから、そこら辺が何かないのかな。例えばＶＤＥＳでいろいろと情報提供するとか、
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そういうのができればいいんですけど、小型船が果たしてそういうものを持っているかど

うか。逆に、規制強化をしたり、行政罰を設定したりすると、せっかくのこのマリンレジャ

ーの振興を妨げるということで非常に難しいと思うんですよね。ただ、せっかくこのビジョ

ン目標をここまで定めている以上、相当有効な施策というものをもう少し考えないと、この

目標が達成できないんじゃないかというのが私の意見です。 

 以上でございます。 

【河野部会長】  ありがとうございました。 

 ただいまの点、何かお答えがございますでしょうか。それでは、企画課長、よろしくお願

いいたします。 

【江原企画課長】  企画課長の江原でございます。 

 今、葛西委員から御指摘をいただいたとおり、私ども、５次ビジョンの目標といたしまし

ては、３次ビジョンで掲げた長期目標、２０２０年代中に船舶事故隻数を半減する、具体的

には１,２００以下とすると、こういったことを目指していくということで引き続き努力し

ていきたいと、このように考えておりまして、今回の５次ビジョンの目標値につきましては、

長期目標の達成に向けて、均等に毎年、船舶の事故隻数が減少した場合の２０２７年の数値

がおおむね１,３５０隻になるものですから、そこをまず目指していこうと、このような考

えでございます。 

 他方で、御指摘のとおり、２０２１年の直近の船舶の事故隻数は１,９００隻を上回って

いるということで、均等に減らしていった場合の２０２１年の数値に比べて、１割ぐらい多

くなってしまっているということで、非常に厳しい状況であると、その点は当然のことなが

ら認識をしております。ただ、我々として、この長期目標の達成を今の時点で諦めてよいも

のかどうかと、こういったこともあって、５次ビジョンにおいてはこのような目標設定とさ

せていただきたいと思っております。その目標を達成する上で何が大切かといえば、事故の

実態をしっかり把握し分析して、効果的な施策を立案する、そのような施策に重点的に取り

組んでいくと、こういったことかなと思っております。 

 そのような観点から言いますと、まさに御指摘いただいた１２ページの表にございます

ように、一般船舶につきましては、私どもの施策の効果というものが着実に現れてきている

のかなと考えております。つまり、効果的な施策を実施していくことによって、成果という

ものは上がってくる、この証左かなと思っております。また、一般船舶につきましては、こ

れまでの海上交通安全法の運用であるとか、見直しであるとか、あるいはマーチスの運用、
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また、準ふくそう海域についても、伊豆半島西岸沖の推薦航路の設定といったことで成果が

出てきていると思いますので、今後は大阪マーチスの機能強化であるとか、先ほども御指摘

をいただきました潮岬の推薦航路も着実に成果が上がるように、フォローアップも含めて

しっかりとやっていくということで、この一般船舶については、引き続き減少を図れるので

はないかなと、このように思っております。 

 一方で、問題はプレジャーボートかなと思っております。プレジャーボートにつきまして

は、やはり、ユーザーの方、愛好者の方が非常に最近、増えてきているというようなことも

あって、事故がちょっと漸増傾向にあるという面もあろうかと思います。ただ、先ほどの一

般船舶と同じように、効果的な施策というものを事故の実態を踏まえて分析をして見いだ

していく、それを着実に実施していくことで減少させていく、若干の増加傾向を反転させて

いくということが必要ではないか、あるいは、我々の取組としてやっていくことができるの

ではないかと、このように考えております。 

 具体的に申し上げますと、最近の一つの大きな変化といたしましては、事故原因がどのよ

うなものなのか、その中で最も多いのが機関故障なのですが、機関故障の防止をどのように

図ることができるのか、深掘りの調査をいたしまして、整備事業者などによる定期的な点検

整備によって防止できるのではないかということが分かってきている。それと、最近の事故

増加の要因としては、経験の浅い方による事故が増えてきているということが分かってき

ておりまして、言ってみればプレジャーボートの事故減少のためのツボのようなものが今、

分かりかけてきているので、これらに実際にしっかりと対応していく。 

 そのために必要なのは、そういった点検整備の必要性について周知をする、あるいは、免

許取得時に、経験の浅い方であれば、事故防止のためにはこういった取組が有効ですよとい

うことをしっかりとお伝えすることが大切であり、そのためには、関係機関、関係団体の協

力が必要なのですが、そういった方々との協力関係も今、結んできている状況になってまい

りました。１,３５０隻というのは、正直なかなか厳しい目標であるということは私どもも

承知しておるところでございますけれども、このような目標を掲げることによって、今回の

交通ビジョンに記載しているような施策にしっかりと取り組んでいくドライブをかけてい

きたいと、このように考えております。御理解をいただければ幸いでございます。 

【河野部会長】  葛西委員、いかがでございましょうか。 

【葛西委員】  十分理解しているんですが、ただ小型船、プレジャーボートの安全意識の

こういう対策というのは、私も海難防止強化月間等を通じまして、いろいろと、ここ五、六
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年前からずっと取り組んでいるんです。さっき田久保委員もおっしゃったように、皆さんこ

の業界で相当頑張っています。そこら辺については、我々も非常に尊敬しているんですけど

も、この事故が減らないということについて、もっと突っ込んで、例えば中間検査でも３年、

定期検査６年とか、そういう中でやっているのをもっと短くしろと言っても、これがまた、

さっき言いましたようにマリンレジャーの振興に対して、逆に阻害になるということで難

しいと思いますけども、ここまでせっかく目標を立てるんであれば、相当これからの皆さん

の対策が大変だなと思って、今日、来ている皆さんの委員の前で確認させていただきました。 

 どうもありがとうございます。 

【河野部会長】  ありがとうございました。 

 それでは、会場におられる伊藤委員、よろしくお願いいたします。 

【伊藤委員】  伊藤でございます。御説明ありがとうございます。私からは３点、質問と

コメントを交えて、お願いしたいと思います。 

 まず、２１ページですが、海上交通センター等における諸対策として、管制卓や無線設備

等の機器更新を計画的に実施されるということでした。基本的にハードウエアの観点で記

載されていると思いますが、実際には業務支援の内容が重要かと思います。例えば、監視の

ための支援技術の導入などを恐らく積極的にされていくと思いますが、どのようなイメー

ジのものを今後、入れていかれるのでしょうか。非常に広い海域で多くの問題のある状況を

検出しなければいけない、難しい業務でしょうから、どういった観点で支援されていくのか

というところを教えていただければと思います。 

 ２点目は、３３ページになります。ビジョン目標としまして、ふくそう海域における大規

模な船舶事故と、それからふくそう海域における衝突乗り上げ事故が目標に掲げられてお

り、あとは船舶事故隻数と書かれています。第４次のときには、準ふくそう海域を含めて、

ふくそう海域よりももう少し広い海域をターゲットにしている印象でしたが、今回、ふくそ

う海域に注力されているのはどのような背景がありますでしょうか。それから、準ふくそう

海域、非常に重要だったのではと捉えており、いろいろな問題を解決されてきたという印象

ですが、今後の目標として触れられていないところがちょっと気になります。事故状況など

からは、準ふくそう海域にとらわれず、さらにその周辺も含めて、むしろ広げていったほう

がいいのではないかというようにお見受けしており、その辺り、どのようなお考えかという

ところを教えていただきたいと思います。 

 先ほども委員から指摘がなされてましたが、漁船との事故というのは、ふくそう海域、準
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ふくそう海域において、依然として多いのではという気がしております。そういった中で、

準ふくそう海域でされていた交通ルールの整備というのは非常に効果があると伺っていま

す。特に、商船が通る航路について、漁船が分かりやすくなるといったお声もあると伺って

いますので、その意味からも交通ルールを積極的に整備して、通る人たちが守れば、海上保

安庁の方々の労力以上に、効果が出ることが期待され、非強制であったとしてもルールが整

備されることは重要ではないかと思います。ただ、もちろん検証等が必要と思いますので、

その後というお話になるかと思います。 

 それから、３点目は、２２ページに戻っていただきまして、これも先ほど洋上風力に関し

てのコメントがございましたが、これから色々な区域で洋上風力の協議が始まると思いま

す。広域なものも含めて非常に複雑になるかと思いますが、個別事案への対応は労力もかか

って非常に大変だと思いますので、あらかじめ共通の基盤として一定のルールを整備して

いき、ある程度定型化したものの上で議論ができるようにしていくことが今後重要かと思

います。この３点目に関しては、コメントとさせていただきます。 

【河野部会長】  ありがとうございました。 

 ２点の御質問とコメントということでございますが、交通管理室長、よろしくお願いいた

します。 

【花野交通管理室長】御質問ありがとうございます。海上交通センターを担当しております、

交通管理室長、花野と申します。 

 まず、運用管制官の支援検討ということでございまして、確かに今、ハードの面、いろい

ろと増強というんですか、強化を図ってきておりますので、当然、人の育成も、今後は先延

ばしできない喫緊の課題だと思っております。まず、訓練装置の更新などして、人材の育成

にも努めていきたいと思っております。 

 それと、先の戦略的技術開発に関する話題の中で走錨早期監視システムの説明があった

と思うんですけども、運用管制官が、実は台風などの時に海域に停泊する船舶の走錨監視と

いうものをやっております。錨泊隻数がかなり多くなりますと、運用管制官の業務の多大な

負担になってございますので、こういった部分については、戦略的技術開発に挙げておりま

す走錨の早期警戒システムを早期に実現させることによって、管制官の支援をしていきた

いと考えている次第でございます。 

 今後の技術開発というんですか、技術の進展を見て、運用管制官を手助けする技術がいろ

いろと出てくると思いますので、いろんな面で技術開発の動向を見ながら、利用できるとこ
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ろはしっかり考えていきたいと考えております。 

 回答は以上でございます。 

【河野部会長】  ありがとうございました。 

 航行安全課長、よろしくお願いいたします。 

【麓航行安全課長】  航行安全課長、麓でございます。御質問、御指摘ありがとうござい

ます。 

 先ほどから、葛西委員、西本委員と御指摘のあった、準ふくそう海域の点につきましては、

御指摘の点を踏まえまして、前向きに検討させていただきたいということです。 

 また、洋上風力につきましては、先ほど御質問の中で事務局から回答してありましたとお

り、我が国の再エネ法に基づく洋上風力発電の区域の指定につきましては、関係者からなる

法定協議会を経て行われることとなっておりまして、基本的には、航行船舶への支障を及ぼ

すことがないように指定されると承知をしていますけれども、今後一定のルールが必要と

いう御意見もございましたが、こちらにつきましては、今後の課題としてきちんと受け止め

てまいりたいと存じます。 

 以上でございます。 

【河野部会長】  ありがとうございました。伊藤委員、よろしゅうございますか。 

【伊藤委員】  ありがとうございます。 

【河野部会長】  それでは、会場におられる庄司委員、よろしくお願いいたします。 

【庄司委員】  日本の海の安全のためにいろいろ御検討いただき取りまとめていただき、

ありがとうございます。 

 一応、コメントに近く６つほどあります。まず、伊藤委員と同じですが、２０ページ、

２１ページ辺りで、カメラの増設や設置から情報提供の体制まで随分幅があると思うんで

す。ハードとしてのシステムの充実と、例えばそれの解析技術、運用技術の検討、それから

情報提供の高度化とか、そういう形の書き方のほうが素直に入ってくるのかなという気が

しましたので、御検討ください。 

 それから、２１ページの中ほどにある図ですけれども、確かに隻数的には減っているので

すが、来島海峡の船舶の交通量的にどうなのかとか、パーセント等で表してはどうかという

気もしました。そういう意味では、一番最後の３３ページの先ほどから目標の数値ですけど、

これ、何が母数なのかというところがあると思います。葛西委員がおっしゃられているよう

に、例えば大型船と小型船は分けて半減を目指すとどうなるのかとか、そんなところも御検
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討いただきながら評価していただけると分かりやすいのかなと思いました。 

 それから、２３ページですが、こちらは完全にコメントです。ＩＭＯ等における議論につ

きましては、ぜひとも日本代表として積極的に関わっていただければと思います。今までの

ルールというのは、人ができる範囲を中心につくられているルールですので、そうじゃない

場合どうなのか。それが人にどう受け入れられるのかという視点で見ていただけるとあり

がたいかなと思います。 

 それから、２９ページですけど、ＡＩＳもそうですが、ＶＤＥＳも万能ではなくて、持っ

てない船もいたり、もしかしたら、いろいろなジャミングとかのセキュリティーの観点も出

てくると思いますので、そちらも踏まえた上で検討をお願いできればと思います。 

 それから、３０ページのＸＲなんですけれども、先ほど工藤委員からもありましたけど、

何がＸＲなのかということに関して、ふだんできない体験をするとか、それから小型船から

見て大型船がどう見えるのかとか、相手の気持ちになって切り替えられるようなものが、現

場で、インターネットを使わなくても船の中で確認できるような、そういうことも今後、多

分開発されてくると思いますので、少し広い視野で御検討いただけるとありがたいなと思

います。 

 ３３ページ最後のふくそう海域における事故の防止辺りですが、ちょっと怖いなと思う

のは、ＶＤＥＳもＡＩＳも持っていない大型船というのも存在していますよね。その辺りに

ついてどういう認識をするのかというところも、今後は課題になってくるのかなという気

がします。この第４次ビジョンの前にそういう船の大きな事故とかもありましたので、そこ

ら辺についてはどうなのかなと。 

 それから、もう一つありました。最初に西本委員が言ったことに関連するのですけれども、

２０ページ、２１ページ辺りで、もともとは東京湾の一元化が進んだら、次は大阪湾、伊勢

湾と言っていた話が、一元化までたどり着けないというか、たどり着かないのかなという想

像ができてしまいますので、どういう位置づけになっているのかということを、ここでなく

てもいいので、今後、整理していっていただければなと思います。 

 たくさんばらばらに言いましたので、お答えは結構です。以上です。 

【河野部会長】  ありがとうございました。重要な御質問ばかりだと思いますので、何か

御対応ありましたら、お願いしたいと思いますが、いかがでございましょうか。 

 それでは、企画課長、よろしくお願いいたします。 

【江原企画課長】  それでは、ちょっと私のほうからすぐにお答えできる事柄を２点ほど
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お答えしたいと思います。 

 目標との関係なのですが、母数も変わってきているわけで、特に、漁船は少し隻数は減っ

ているかなと思いますし、プレジャーボートはユーザーが非常に増えてきているというよ

うな状況があると思います。母数を把握することは実はなかなか難しい面はあるんですけ

れども、そこは可能な範囲でその背景というものを探っていく努力は引き続き続けてまい

りたいと思っております。 

 また、今回、１２ページに船の種類別の状況について整理をさせていただきましたけれど

も、このような形での整理の仕方というものは、今後も毎年、継続的にやっていくことによ

って、それぞれの動きであるとか成果であるとか、あるいは取ってきた施策が方向性として

合っているのかどうかということを知る上で非常に重要だと思いますし、そこはしっかり

やっていきたいなという考えております。 

 それと、もう一点、ＸＲについてですが、今このような使い方ができるんじゃないかとい

うお話もいろいろいただきました。確かにほかの分野であれば、古くは航空機のシミュレー

ターのような形で、実際に実機で飛んでいなくても実体験をすることによって、それこそ訓

練の一部として活用している例はありますし、そういった取組は、このＸＲ技術の普及によ

って、かなりいろいろな分野で行われてきていて、我々が例えば航路標識の点検や修繕の効

率化であったり、訓練、研修、いろいろな形で使うための参考となるような他の分野の優良

な事例があると思いますので、そのようなものをしっかりと情報収集をして、使えるところ

はどんどん使っていくとよいのではないかと思っています。ＸＲ、ＶＲを活用されていく背

景、あるいはシミュレーターをもっと使っていこうという動きも、訓練に割ける時間あるい

は訓練に教官が時間を充てられる時間というのが結構減ってきたり、これは、人手不足の関

係とか、いろいろあると思うのですが、それを技術で代替するということがほかの分野でも

行われておりますし、我々にとっても必要になってくると思います。アンテナを高くしてど

のような使い方ができるのか検討してまいりたいと思っておりますので、また進捗状況を

船舶交通部会、今後、毎年開かせていただくと思うんですけれども、その中で御報告させて

いただきながら、先生方の御指導もいただければと、このように思っております。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

【河野部会長】  ありがとうございました。 

 航行安全課長、よろしくお願いします。 

【麓航行安全課長】  航行安全課でございます。 
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 一元化について御指摘がございました。一元化につきましては、４次ビジョンの施策を掲

げるに当たりまして、海域全体を把握するためのレーダー及びカメラ設置、そして事務所の

統合、そして機器の更新を包括的に実施することを一元化と称して施策を掲げてきたとこ

ろでございまして、このビジョン期間中に、大阪湾北部につきましては、２０１８年９月に

発生した関空連絡橋への船舶衝突事故を受けまして、現在、北部海域において監視情報体制

の強化に取り組んできたということでございます。また、伊勢湾につきましては、この本ビ

ジョン期間中に中部国際空港へのカメラ設置や、名古屋港及び伊勢湾海上交通センターへ

の機器の更新を行ったというところでございます。 

 一方、全国を見ますと、各海上交通センターにおきます機器の更新また運用管制官の育成

でございますとか技能の維持向上といった諸対策の実施が喫緊の課題となっておりまして、

繰り返しになりますけれども第５次ビジョン期間中におきましては、各海上交通センター

の機器更新や運用管制官の育成及び技能の維持向上といった諸対策を優先的に実施してい

くこととしたいと考えております。 

 以上でございます。 

【河野部会長】  ありがとうございました。 

 庄司委員、よろしゅうございますでしょうか。 

【庄司委員】  はい。 

【河野部会長】  ありがとうございます。 

 ありがたいことにオンラインで参加の委員の先生方にも、４名、お手をお挙げいただいて

おります。時間の関係で、まず４名の先生方皆様に御質問をいただいて、まとめてお答えい

ただくということにさせていただきたいと思いますので、大変申し訳ございません。 

 それでは、平岡委員、大変お待たせいたしました。よろしくお願いいたします。 

【平岡委員】  ありがとうございます。平岡です。 

 意見と質問です。まず、２０ページの各分野における重点的に取り組むべき施策というこ

とでリードに書かれているわけですが、これは、これから安全対策に取り組むというような

観点からいえば、なお書きのところで、政府全体として財政事情が厳しい折、コスト面も含

め検討を進めるべきであるというような表現をされていますが、安全対策にコストありき

のことを書く必要性があるのかということで、この部分については必要ないというふうに

思っているわけですけれども、いかがでしょうか。 

 また、２２ページの洋上風力発電のところですが、この洋上風力発電設備の情報というの
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は、ＡＩＳ情報に反映されるのか教えていただきたいと思います。 

 あと、２４ページのプレジャーボートの件ですが、先ほど葛西委員のほうからもありまし

たように、このプレジャーボートについては、法定外の点検整備が極めて有効だということ

で、企画室長のほうからもお話がありました。ここに書かれているのは、広報が中心であり、

具体的にどういう対策をするのかが書かれていませんが、基本的により実効性を高めるた

めにも、この整備について、その推進を図る方向について、業界団体と保安庁も入った中で

協議していくような方策はとれないのか、どうなのかということです。 

 あと、先ほど友田委員のほうから、ＡＩＳの活用が有効だという話がありましたが、それ

は私も同じように思っておりまして、小型船に簡易ＡＩＳの拡大を推進する必要があると

思いますので、このビジョンの中にその部分も記載されたらどうなのかということです。 

 以上です。 

【河野部会長】  平岡委員、ありがとうございました。 

 続きまして、藤田委員、大変お待たせいたしました。申し訳ございません。よろしくお願

いいたします。 

【藤田委員】  どうもありがとうございます。 

 もう時間もありませんので、非常に短くお話しします。１点質問で、１点、細かな意見で

す。 

 プレジャーボートの安全対策で、葛西委員からも、あるいは今、平岡委員からも御発言が

あったことなんですけども、何らかの形で実効性のある対策が取れないかという問題意識

については、私も全くそのとおりだと思います。機関故障対策について、しかも定期的な点

検整備が非常に有効であるということまで分かっているので、何かこれを実効的にできな

いかということです。現在は、これは法定の義務ではなく、定期的な点検整備は法定外の励

行という形になっているのですが、質問は、何らかの形で定期的な点検整備に法的な位置づ

けを与えられないかということです。もちろん、マリンレジャーを妨げるような抑圧的なこ

とになることは決して望ましくないのですけども、法定の義務にしてもいろんなグレード

がありまして、例えば今の発航前検査は、違反は行政処分の対象ですけども、行政処分とは

結びつかないような義務もあるし努力義務といったものを定める法律もあります。いろん

なタイプの、悪く言うと弱い義務という形でも法定の義務としてはっきり言及すると、これ

を実施して励行を進める側も足がかりになるかもしれません。 

 長期的な課題としては検討してもいいんじゃないかと思います。今の第５次ビジョンと
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しては、この記述でいいと思うんですけども、その外でそういったことも検討できないかと

いう質問です。 

 もう一点は、純粋に形式的な記述の問題で、３４ページです。ここに長期目標の平均ベー

スの達成状況の表がありまして、その下に計上する範囲が変わってきているという説明が

あります。これ自体は全然、異論があるわけでも何でもないのですが、こう書きますと、下

で範囲が変わりましたと書いてあって、上で表があることになるため、第４次ビジョンの数

字というのはどっちの数字なんだろうという疑問が出てきます。８ページを見ますと、これ

は第３次ビジョンの場合と同じような形で計算した数字であることは分かるのですけれど

も、８ページと見比べないと分からないということで、ここで表のところに上がっている数

字というのが、第４次ビジョン固有の算定の仕方で出した数字じゃなくて、その他の、それ

以前のものとの連続性のある計算方法で出た数字であることを、一行でいいので、断ってお

いたほうがいいように思います。 

 以上です。 

【河野部会長】  ありがとうございました。 

 続きまして、木上委員、お待たせいたしました。よろしくお願いいたします。 

【木上委員】  ありがとうございます。 

 １７ページのＸＲの活用の広がりについて事例の紹介と意見をさせていただければと思

います。昨日、衆議院の宮内秀樹議員のところに、福岡水産高校の校長先生と、そのほかの

水産高校の先生方と一緒に意見交換で行ったわけなんですけども、そのときに、福岡の水産

高校に操船シミュレーターが設置してありまして、先生もそれを非常に興味深く御覧にな

ったようなんですが、その後、海上保安庁の方々が本校を訪問されて操船シミュレーターの

話で盛り上がり、保安庁の方も、ぜひその操船シミュレーターを活用させていただきたいと

いう申出があって、福岡県の水産高校の校長先生が、所管が福岡県なので県のほうにその旨

お話しましたところ、海上保安庁のほうと連携して、この操船シミュレーターが使えるよう

に手続すれば利用可能であるという話をいただきました。 

 こういうＸＲの活用について、広がりにインセンティブを与えるような、こういった好事

例を記述していただくことで、非常にいいのかなというふうに思いますし、また、他機関と

の連携というところも１つ視点としてあっていいのかなというふうに思います。そして、地

域における人材育成に活用されているということで御紹介いただければという意見です。 

 以上です。 
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【河野部会長】  ありがとうございました。 

 それでは、先ほど４名と申し上げたんですが、お一方、ほかの委員の指摘で十分だという

ふうにおっしゃってくださいましたので、御協力に感謝いたします。お答えのほう、いかが

でございましょうか。それでは、安全対策課長、よろしくお願いいたします。 

【松浦安全対策課長】  多くの委員の皆さんから、プレジャーボートの安全対策、啓発、

啓発でいいのかというような御指摘をいただいております。私どもで関係法令を所管して

いないところでございまして、所管している海事局と、委員の皆さんからの御意見も踏まえ

た上で今後も相談はしてまいりたいと思いますが、海上保安庁単独では、これは難しいとい

うか、できないものでございます。 

 小型船のエンジンメーカーとは、海事局主催の協議会なんかでも協議しておりますし、私

どもの深掘り調査では、各メーカーの皆さんの知見もいただいております。それから、メー

カーの皆さん独自の仕組みづくり、整備のきちっとした船に業界としての証明書のような

ものの制度をつくったりという工夫もしていただいております。あの手この手、メーカーと

しての責務、それから販売側としての責務、そして、遊ぶ皆さんへの訴え、関わる全ての人

たちが主体的に取り組んでいただけるように、海保としても皆さんをつないでいく、一緒に

協働、連携していくということを引き続きやってまいります。 

 私から、以上です。 

【河野部会長】  ありがとうございました。 

 ほかにいかがでしょうか。それでは、航行安全課長、よろしくお願いいたします。 

【麓航行安全課長】  ありがとうございます。 

 洋上風力発電設備へのＡＩＳの設置についての御指摘がございました。こちらにつきま

しては、まだ確定的なことは申せませんが、聞いている範囲では洋上風力発電設備にＡＩＳ

を設置する方向であると伺っております。 

 以上でございます。 

【河野部会長】  ありがとうございました。 

 ほかにお答えはございませんでしょうか。それでは、企画課長、よろしくお願いいたしま

す。 

【江原企画課長】  木上委員から御紹介をいただきましたＸＲ技術の活用について、私ど

も地元の水産高校にお世話になるということで、すみません、恥ずかしながら承知していな

かったんですけれども、非常にいい取組が各地で行われているかなというふうに感じまし
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た。私どもの作文している内容の中で、そこまでは触れていなかったんですけれども、いろ

いろ情報提供をいただいたものも踏まえて、取りまとめてまいりたいと、このように感じて

おります。また、実態的にも、そういう好事例をここに文書として書くだけじゃなくて、我々

の仕事として常日頃から収集をして活用してまいりたいと、このように感じました。 

 また、そのほかも含めて、本日いろいろな御指摘をいただきました。本日、御提示した原

案につきましては、海上保安庁が行ってきたこと、あるいはこれから行っていくことを網羅

的に書くことは、分量的にはなかなか難しいかなというところで、我々事務局として、この

辺りが重要で書いたほうがいいかなというところを盛り込ませていただきましたけれども、

幾つか、ちょっとここも触れたほうがいいんじゃないかと。実際に我々やることにしている

施策の中で、そういった御指摘をいただいたものについては、少し修正をさせていただけれ

ばなと、このように考えております。また、修正した案を次回の審議会で御審議をいただけ

ればと思います。 

 それと、平岡委員から冒頭御指摘をいただいた、コストについて触れなくてもよいのでは

ないかという点なんですけれども、我々、安全のためにここに記載しているようなことは、

少なくともやっていかなければいけないかなということで、コスト面を含め検討を進める

と書いたところで、これとこれはやりませんということでは必ずしもなくて、どういった事

業体でも同じだと思うんですけれども、それぞれの事業、施策を講じていく場合に、コスト

意識を持ってやっていく必要があるねと、そういう趣旨でございます。 

 したがいまして、コスト面を含め云々と書いてあることによって、ちょっとこれはできな

くなりましたというようなことの布石を打つつもりでは余りないので。あと、一般的にこう

いった文章でよく使われる表現だということも含めて、御理解をいただければ大変ありが

たいかなというふうに思っております。 

 私からは以上でございます。 

【河野部会長】  ありがとうございました。 

 ほかにはよろしゅうございますか。 

 ほかにも皆様、たくさんコメントや御質問おありかと思いますが、いただいております時

間が６時までということで、そろそろ、この辺りで議論を切り上げさせていただきたいと思

います。まだまだたくさん御意見あるいはコメント、御質問おありだと思います。大変恐縮

ながら、もしさらなる御意見がございましたら、事務局のほうにお寄せいただきたいという

ことを、今、事務局から御連絡いただきました。この第５次ビジョンをよいものにするべく
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取り組んでまいりたいと思いますので、是非忌憚のない御意見あるいは御質問をいただけ

ましたら大変ありがたく存じます。大変申し訳ございませんが、そろそろこの辺りで質疑応

答を終わらせていただきたいと思います。引き続き御指導賜りますようよろしくお願い申

し上げます。 

 以上をもちまして、本日は議事を終了とさせていただきたいと思います。これまでの審議

状況につきまして、この案の作成に御尽力いただきました交通部長のほうから、追加の御説

明あるいは感想等ございましたら、ぜひお願いしたいと思います。よろしくお願いいたしま

す。 

【吉永交通部長】  交通部長の吉永でございます。時間が押している中、恐縮でございま

すけれども、私からは、まとめのコメントとして、個々の御意見についての補足ではなくて、

総括的な補足をさせていただきたいと思います。 

 前回８月、この部会におきまして、委員の皆様方から、内容や構成にわたりまして大変示

唆に富む意見、多数いただきまして、私どもとしまして気づかされるところが多くございま

した。その後、この間、その一つ一つの御意見につきまして向き合って丹念に検討を進める

ことで、今回、本日、この答申案をお示しさせていただいた次第でございます。改めて感謝

申し上げます。 

 本日も委員の皆様方から大変貴重な御意見をいただきました。改めてありがとうござい

ます。また、円滑に議事進行していただきました河野部会長に感謝を申し上げたいと思いま

す。 

 本日いただきました御意見、この場でお答えし切れなかったものもあると思いますし、ま

た追加でいただく御意見もあろうかと思います。いただきました御意見につきましては、一

つ一つに丁寧に向き合って、その上でさらにブラッシュアップをしまして次回最終回を迎

えたい、次回最終会に臨みたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 本日はありがとうございました。 

【河野部会長】  ありがとうございました。 

 それでは、事務局から連絡事項等ありましたら、よろしくお願いしたいと思います。 

【二瀬主任海上交通企画官】  事務局から１点御連絡がございます。本日の御審議を踏ま

え、また２０２２年の事故隻数により所要の修正を行った上で、次回の船舶交通安全部会で

再度御審議をいただきたいと考えております。開催時期につきましては、来年の２月中旬を

見込んでおりますが、具体的な日時につきましては、後日、日程調整させていただければと
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思いますので、よろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

【河野部会長】  以上をもちまして、本日の審議を終了とし、進行を事務局にお返しいた

します。ありがとうございました。 

【宮本海上交通企画室長】  河野部会長、ありがとうございました。 

 本日の議事録につきましては、整理でき次第、各委員の皆様に御確認いただきまして、そ

の上で国土交通省のホームページに掲載させていただきますので、よろしくお願いいたし

ます。 

 それでは、これをもちまして、第２０回船舶交通安全部会を終了いたします。長時間に及

ぶ御審議、どうもありがとうございました。 

 

―― 了 ―― 


